
附属明細書

１．基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

２．引当金はないので、明細は作成していない。

３．附属明細書に記載すべき事業報告の内容を補足する重要な事項はない。


	附属明細表（貸借対照表用）

